






基剤：水/湿潤剤：グリセリン、PG/甘味剤：キシリトール、サッカリン
Na/保湿剤：ヒアルロン酸Na/矯味剤：グリチルリチン酸2K/清涼剤：
メントール /粘結剤：ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、
セルロースガム/保存剤：セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na/
可溶化剤：PEG-60水添ヒマシ油/pH調整剤：クエン酸、クエン酸Na/清
掃助剤：ポリリン酸Na/着香剤：香料









② きめ細かいスポンジを使用しており、口腔内のあたりが

① 回転させることでスポンジが細かい部分にフィットし、
    汚れを取り除きやすくなっています。

凹部分に切り込みがあるため、

柔らかくなっています。



サイズ





爽快 よりそうブラシ
小さいヘッドと特殊な柄の形状で使用しやすい介護用歯ブラシです。

〇口腔内に入りやすい、外側に沿ったネック形状です。
〇ヘッドが小さく、1 本ずつ歯を磨くことができます。
〇対象者によって毛のやわらかさを選ぶことができます。
〇ペングリップしやすい六角形ハンドルを採用しています。

【従来の歯ブラシ】【従来の歯ブラシ】【従来の歯ブラシ】

お口の奥に入れようとすると頬が引っ張られてしまう 歯ブラシが外側に反っているのでお口の中に入れやすい

【よりそうブラシ】【よりそうブラシ】【よりそうブラシ】

毛の色：ブルー /ハンドル色：ブルー・グリーン

2.奥歯の裏の汚れもスッキリ

ペングリップしやすい六角形ハンドル！
余計な力がかかりにくく、やさしく丁寧に磨ける！

口腔内の状況によって使い分けられる
2種類のやわらかさ

奥歯の裏まで届く極小・薄型ヘッド！

1. 選べる毛のやわらかさ

3. 適度な力でやさしく磨ける

健常な歯肉の方におすすめ
プラークをかき取りやすい

痛みに敏感な方や
歯肉炎の方におすすめ

毛の色：ホワイト /ハンドル色：オレンジ・イエロー

3118054

3118055

超やわらかめ　２本入

やわらかめ　２本入

12個/箱

12個/箱

12箱

12箱

10

口腔ケア用歯ブラシ
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ピカッと爽快吸いと～る 
スタータキット
吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。

〇吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。
〇超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。

①専用ペンライト×1本
②ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本
③ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本
④クリップ×1個
⑤ストラップ×1個
⑥単四アルカリ乾電池×1本
※本製品に吸引器は付属しておりません。

歯茎にフィットし使いやすい
角度付き 対応チューブサイズ：内径5～7mm

※吸引チューブは別売りです。

〇スリットに専用の歯ブラシまたはスポンジを装着し、
　吸引チューブに繋いだら準備完了です。
〇機械部分は清拭可能です。

〇超高輝度ライト

〇極ふわ歯ブラシ

〇小さめスポンジ

口腔内の細部まで光が届くので汚れの取り残し・出血見逃し予防に
繋がります。

舌ブラシに使用されるような太さ約0.076mmの柔らかい毛を
使用しているため、口腔内のあたりがやさしいです。

開口困難な方にも適した小さめヘッド＆丸い先端で口腔内に入りやすく、
ギザギザ形状＆密度高めのスポンジで汚れをしっかりかき取れます。

セット内容

３つのポイント

品　番

1850830 ー

規　格 1 梱入数

口腔ケア用（吸引）光源デバイスセット
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ピカッと爽快吸いと～る 
シリーズ

爽快吸いと～る 
シリーズ

品　番種　類

スポンジ

歯ブラシ

規　格 1 梱入数

品　番種　類

スポンジ

歯ブラシ

規　格 1 梱入数

口腔ケア用 吸引歯ブラシ・吸引スポンジ

口腔ケア用 吸引歯ブラシ・吸引スポンジ

ピカッと爽快吸いとーる　スターターキット専用の
付け替え用歯ブラシ・スポンジです。
※本製品に吸引器は付属しておりません。

吸引器専用の付け替え用歯ブラシ・スポンジです。
※本製品に吸引器は付属しておりません。

3118065

3118063

3118064

3118066

スポンジタイプ

歯ブラシタイプ

歯ブラシスポンジ

歯ブラシスポンジ



A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 (1 日につき )

医 学 管 理
B00-10 回復期等口腔機能管理計画策定料

B00-11 回復期等口腔機能管理料

摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、
患者（ハについては、療養病棟入院料 1 又 2 を現に算定しているものに限る。）1 人につき週 1 回に限り次に掲げる点数を所定点数
に加算する。

190点医師・歯科医師、適切な研修を修了した看護師、専従の言語聴覚士、管理栄養士で構成される「摂食嚥下支援
チーム」を設置し、摂食機能・嚥下機能の実績を報告するなどの施設基準を満たす医療機関。

200点

200点

歯科診療
B000-8 周術期等口腔機能管理料（Ⅲ） 
がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア（以下「放射線治療等」という。）を
実施する患者の口腔機能を管理するため、区分番号 B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注１に
規定する管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、
当該患者につき、区分番号 B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から
月1回に限り算定する。

B000-9 周術期等口腔機能管理料（Ⅳ）【新設】
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注１に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は
同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、
当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号 B000-5 に掲げる
周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して 3 月以内においては月 2 回に限り、
その他の月においては月1回に限り算定。

区分番号B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を
行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。

療養病棟入院基本料 1・2取得病棟において、専任医師・看護師または言語聴覚士の配置、「嚥下機能評価を行って
嚥下リハビリ等を実施したことから嚥下機能が回復し、中心静脈栄養患者を終了した患者」が 1年間に 2人以上、
摂食機能・嚥下機能の実績を報告するなどの施設基準を満たす医療機関。

医師・歯科医師、適切な研修を修了した看護師、専従の言語聴覚士、管理栄養士で構成される「摂食嚥下支援
チーム」を設置し、鼻腔栄養・胃瘻・中心静脈栄養患者の経口摂取回復率 35％以上、摂食機能・嚥下機能の実績を
報告するなどの施設基準を満たす医療機関。

210点

120点

区分番号 B000-10 に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料の注１に規定する管理計画に基づき、リハビリ
テーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の
管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分
番号 B000-10 に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月 1 回に限り算定。

200点

リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た
上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該
管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて 1 回に限り算定。

300点

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、入院した患者全員に対し、入院後 48 時間以内に ADL、
栄養状態及び口腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び
計画に基づく多職種による取組を行った場合、患者 1 人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る
計画を作成した日から起算して 14 日を限度に算定。

病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進 急性期リハビリテーションの加算

2024.09



100点

110点

I029-1 回復期等専門的口腔衛生処置
区分番号 B000-11 に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、
月 2 回に限り算定する。

I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置（1口腔につき）
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて、
口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合、月 2 回に限り算定する。経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は
可能であってもわずかであり、患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の
形成を伴うものが対象。

● 口腔ケア（一部、感染対策）に関連する介護報酬で、2024 年度改定により変更になった部分

通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護

認知症グループホーム

施設系サービス（介護療養型医療施設を除く）

通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

20単位/回

50単位 /月

30単位 /月

40単位 /月

40単位 /月 40単位 /月

60単位 /月
40単位 /月
60単位 /月

30単位 /月

200単位 /回
50単位 /月
200単位 /回

5単位/回
150単位/回
160単位/回

20単位 /回
5単位 /回

150単位 /回

160単位 /回
➡

➡

➡

➡

➡

90単位 /月

110単位 /月

11単位 /月

14単位 /日減算

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

栄養アセスメント加算

科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)
科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)

科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)
科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)

栄養管理体制加算

科学的介護推進体制加算 科学的介護推進体制加算

栄養管理体制加算

栄養改善加算（※月2回を限度）
栄養アセスメント加算
栄養改善加算（※月2回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)(※月2回を限度）
口腔機能向上加算(Ⅱ)(※月2回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)
口腔機能向上加算 (Ⅰ)(※月2回を限度）
口腔機能向上加算 (Ⅱ)(※月2回を限度）

10単位 /月

5単位 /月

50単位 /回口腔連携強化加算（※月1回を限度）【新設】

現　　行

施設系サービス

口腔衛生管理加算 (Ⅰ)　 

口腔衛生管理加算 (Ⅱ)　

栄養ケア・マネジメントの未実施　

栄養マネジメント強化加算　

リハビリテーションマネジメント加算 ( イ )
6 月以内：560 単位 / 月　　6 月超 ：240 単位 / 月
　リハビリテーションマネジメント加算 ( ロ )
6 月以内：593 単位 / 月　　6 月超 ：273 単位 / 月

90単位 /月

110単位 /月

14単位 /日減算 14単位 /日減算

11単位 /日 11単位 /日

口腔衛生管理加算 (Ⅰ)

口腔衛生管理加算 (Ⅱ)

栄養ケア・マネジメントの未実施　

栄養マネジメント強化加算　
リハビリテーションマネジメント加算 ( イ )
6 月以内：560 単位 / 月　　6 月超 ：240 単位 / 月
リハビリテーションマネジメント加算 ( ロ )
6 月以内：593 単位 / 月　　6 月超 ：273 単位 / 月

➡

高齢施設等感染対策向上加算 (Ⅰ)【新設】
第 2 種協定指定医療機関等と連携年 1 回参加
高齢施設等感染対策向上加算 (Ⅱ)【新設】
3 年に 1 回以上実施指導を受ける。

リハビリテーションマネジメント加算 ( ハ )【新設】
6 月以内：793 単位 / 月　　6 月超 ：473 単位 / 月

事業所の医師が利用者等に説明し、同意を得た場合、上記に270単位を加算【新設】

現　　行 改　定　後改　定　後

10単位 /月

5単位 /月

90単位 /月

110単位 /月
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